
平成２５年度当初予算案における強靭な国土づくりに向けた取組について 
 
 

 我が国の国土は、地震や台風、さらには近年多発する集中豪雨など、極めて多

種の自然災害が頻発する自然条件の下にある。このような災害リスクに対峙し、

大災害の発生時においても国民の生命・財産を守り、機能する国家を形づくるた

めには、日本全体の防災・減災対策の取組強化が必要であり、災害に強い国土づ

くりは、まさに喫緊の課題である。 
 一方で、防災・減災の礎となる既存インフラの老朽化は急速かつ確実に進行し

ており、適時適切に維持管理・更新を実施していくことも極めて重要な課題とな

っている。 
 このため、全国知事会では、「国土軸のリダンダンシーの確立と防災力強化に

よる“新たな国土構造の構築”」などを骨子とする「日本再生デザイン」を昨年

10月に公表し、続いて、国土交通常任委員会においても「災害に強い国土づくり

に向けた予算の確保に関する緊急声明」を発出するなど、その重要性を訴えてき

たところである。 
 
 こうしたなか、本日、平成25年度当初予算案が閣議決定された。今回の予算案

においては、「復興・防災対策」、「成長による富の創出」及び「暮らしの安心・

地域活性化」の３分野に重点化しており、先の平成24年度補正予算案とあわせた

「15ヶ月予算」案は、経済再生・景気回復に向けた政権の強い姿勢を示すものと

なっている。 
 とりわけ、事前防災・減災対策や社会基盤の老朽化対策を、ハード・ソフト両

面から計画的、総合的に実施するとともに、基幹的交通インフラ等の整備推進を

図り、我が国の成長のための基盤を強化することとした基本方針については、政

権が標榜する「国土強靱化」に向けた取組強化を証左するものであり、社会・経

済構造の大きな変化の中、疲弊した地域経済と災害リスクに直面する地方は、本

予算に対し大きな期待を寄せるところである。 
 
 今後も、国におかれては「災害に強い国土に向けたグランドデザインの策定」

や、「国土強靱化基本法」及び全国的な大被害が想定される巨大地震に備える特

別措置法をはじめとする関連諸法令の早期整備を進めるとともに、高速道路や整

備新幹線等の国土ミッシングリンクの解消や、大規模災害に備えた防災・減災対

策、さらには、社会基盤の老朽化対策を実施するための社会資本整備予算を継続

的に確保しながら、強靱な国土づくりに向け、加速度的に取り組んでいただきた

い。 
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